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＜申請期間＞

①基礎支援金：災害発生日から１３月以内
②加算支援金：災害発生日から３７月以内

＜申請に必要な書面＞

・支援金支給申請書
・住民票等
・罹災証明書等
・預金通帳の写し
・その他関係書類

契約書（住宅の購入・補修、借家の賃貸借 等）

被災世帯

②適用報告

②適用

報告

②適用

報告

① 支援法適用（都道府県）
↓

② 都道府県から国、支援法人、市町村に適用報告、公示（都道府県）
↓

③ 罹災証明書の交付（市区町村）
↓

④ 支援金支給申請（被災世帯）
↓

⑤ 市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付
↓

⑥ 被災世帯に支援金の支給（支援法人）
↓

⑦ 支援法人から国に補助金申請
↓

⑧ 国から支援法人に補助金交付

①支援法
適用

⑤送付
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